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市政に影響を及ぼしてきたこと

第 20期芦屋市議会議員として選ばれて無我夢中で務めてきましたが、悪いがけないことばかりが起こった

3年半でした。世界中を混乱させた新型コロすウイルスの感染拡大は社会情勢や国民の意識を大き<変化させ、

市政の運営にもさまざまな変化をもたらしました。市民の皆様の不安と動揺は我々議員の活動にも大き<影響

し、その活動の目的や方法を見直し進化させるきつかけとなりました。

想定外の事といえば、JR芦屋駅南側の再開発計画がストップし、前期に決定していた内容を大幅に軌道修正

されたことは驚<べき展開でした。多<の議員は予算が膨らみすぎている、その一点だけをもつて計画に反対し、

結果として 2年ものあいだ予算執行の遅滞を余儀な<されました。市長から三度にわたり再議が行われました

が、市政の歴史の中で一度も議決のやり直しを求められなかったことを振り返ると、行政にとってはよほどの事

態でした。結果としてこの再議がとおり採決のやり直しが行われましたが、予算は否決されたままで、状況は変わ

りませんでした。長期的に駅前再開発が止まつているあいだに、世界情勢のうつりかわりと経済状況の変化が、結

果的に駅前再開発にかかる芦屋市の市税の負担増を招き、行政サービスの提供を遅れさ

せた市議会の対応が正しかつたとは悪えません。行政の努力により予算は通りましたが、

決して小さ<ない市政への彩響と、未だ解消されない交通課題によって市民の皆様を危

険にさらしていることについて、反対した議員から謝罪と丁寧な説明があつてしかるべ

きと考えますが、自分の言葉ではつきりと説明ができている議員がいないように感じて、

残念でなりません。しかし、私は反対意見に押されることな<断固として、この再開発事

業が進むことを信じ、諦めることな<議会の合意を得られるよう努めてきました。ようや

<実質的な予算が動き出し、駅前整備が行われるようになったことを嬉し<周います。

ご意見をお間かせ<ださしヽ
」F

亀
引き続き一般質問や委員会など、市民サービス向上のため、皆様に

代わり行政へ主張して参ります。お困りのことがありましたら、是非

ご意見をたかおか知子にお間かせ<ださい。市民の皆様のお考えを、

教えていただき、もっとた<さん芦屋市のことを勉強いたします。
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ご意見。お問い合わせ



芦屋市議会、前代未間の大逆転劇 !

数の論理で議会運営を推し進めることは、時として誤つた判断を結果として残すことに

なると思わされた議案がありました。令和 3年 10月 8日 の「大塚のrSヽお議員に対する間責

決議」が賛成多数で否決されたことです。ハラスメン ト問題は非常にデリケー トでその扱

いは慎重にされるべきであり、議員という立場からも個人情報の取り扱いには特に神経を

市政報告会を開催 しました

和4年 3月 26日 にたかおか知子がはじめて個別の市政報告会を行いました。
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入議員の本音シ
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使う部分です。しかしこれを怠っていた議員がいました。令和 2年 6月 に報道がなされた「市職員によるハラスメ

ント事案」は、この議員が行つた一般質問が発議です。当事者の職員8人は、誰一人として当該議員に合意してい

たものはいませんでした。公の場で事実とは異なる内容を伝えられた職員は、尊厳を著し<傷つけられていまし

た。また、事実関係を確認しないまま、自らが記者会見を行い職員を代弁する形で市民の皆様に誤つた情報を広

<伝えていました。当事者の職員らは、自分たちの用いとは別のことを、議員により主張され続けたことで悔しい

用いをしてこられたわけです。当該議員がようや<自分の落ち度を認めて謝罪するまでに2年の歳月がかかりま

した。その後令和4年 3月 22日 に、市議会は再発防止の決議文を可決しました。議会全体として誤つた議員の行

動を容認してしまった経緯を改めて見直し、自省をするためにも改めて間責決議を行い、本人の□から公に経緯

を説明してほしかつたのですが、残念ながら当該議員は同年 5月 31日 をもつて突然の辞職をし、市議会は自戒

のチャンスを失いました。当該議員は過去に自分の間責決議が話し合われた中で、事実を述べずに問題をすり替

える弁明を繰り返していましたが、もつと早い時期に自らが謝罪し、職員及び市議会の信頼を大き<損なつたこ

とを認めていれば、間責決議が否決されることも、長きに渡り芦屋市が名誉を汚されることもなかつたのです。
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市政と議会について、勝手ながら私からの見え方で思いを述べさせていただきました。

今後は市民の皆様の願いをどうしたらかたちにすることが出来るかについて、ゲス ト

のお二人と トークを交えながらご意見をうかがえたのは大変勉強になりました。市民

の皆様と市議会議員との距離をより身近に感じてもらえる良い機会となりました。
令和 4年 3月 26日

令和4年第 2 定例会一般質問 4項目 !

● JR芦 屋駅南地区まちづ <り に期待する市民の声

縮減案で削られてしまつた予算ですが、バリアフリー、エスカレーター、駐輪場、公益施設など市民の皆様が

納得のい<ものになるよう、安心安全であると同時に利便性の質が上がることにも注目し期待しています。

●芦屋市屋外広告物条例が影響を及ぼ している市民への しわ寄せ

規制をかける目的は安全対策ですが、本来お商売をされている方にとっての看板とは、日印としての大切な

役目もあります。条例不適含とされる者板の判断基準に差が生じないよう個別相談を丁寧に行つて<ださい。

●未然に防ぐ 1虫対策とカラス対策

カラス対策というと撃退の方法ばかりが取り上げられますが、撃退グッズは根本の解決にはなっていません。

人事なのはカラスの生態や特性をよ<知るということです。虫も成長過程を知ることで防ぐ対策ができます。

●南護岸でのマナーの悪いこれまでの迷惑行為について

釣り人のマナーの悪さが目立ち迷惑行為が後を立たず、安全安心が損なわれ続けた経緯があります。護岸開

放の前にマす―啓発を検討し、迷惑行為が再度数多<発生した場合の対処も予め決めてお<必要があります。

ヽ
・一■

‐澪
十
　
・櫓



褥
■‐苺:‐

‐‐‐tt ._   |
"

●)車月芦屋 (南芦屋浜地区)|こついて、利用者の目線にあつたまちづ<り

南芦屋浜地区 3町の戸建て分譲が始まつた平成 15年から令和4年まで

の20年弱、山手町と岩園町で約 500人以上の人□増となり、さらに南芦

屋浜地区にある海洋町と南浜町が 1000人以上、涼風町が 1500人以上

の人□が増えています。少子高齢化が進む昨今には珍し<20年 間人□が

増え続けている地域なのです。しか し北側の人□増地域周辺にあった三条

25周年を迎える潮芦屋(南芦屋浜地区) ノ」ヽ学校は廃校となり、子どもたちは離れた山手小学校に通うことになりま

した。そして南芦屋浜地区は、子育て世帯が多<移住してきているのに小学校の新設計画がな<な つたことで潮

見小学校の校区は、広大になり児童も過密状態です。しかし、他の地区にお住まいのほとんどの方がこのことをご

存じないことに私は驚きました。ここは住環境がよ<自然に恵まれ、主要都市への車のアクセスも良<子育てし

やすい街です。老後の生活までも思い描ける将来性のある街として、移住者が増え続けている地域です。南芦屋浜

地区の順調な人□増もあいまつて市の税収は右肩上がりです。一年間の市税を20年前と比較してみると約20
億も差がつ<増収でした。しかし、未だに郵便局も交番の新設もなされておらず、郵便ポス トのひとも増やしても

らえていません。バス便は 2時間に 1本と公共交通機関の機動力もありません。歴史が浅<まだ若い南芦屋浜地

区に、より良い予算配分を行い、住民目線のサービスを拡充して地域力を上げることは、安定した芦屋市の未来に

つながります。南芦屋浜がまだまだ未熟な地上或だからこそ、成熟した街の魅力に積極的に加わり、自分たちの住む

場所だけではな<芦屋市全体を “わがまち "と して若い力で町と町を結′S潔がりをつ<ることができます。同時

に歴史ある芦屋の魅力を底上げするためにも、税収を支える新たな地域の魅力を継続 して、南芦屋浜地区を地i或

ブランディングすることです。より積極的な住民サービスの還元によってそれが実現し、結果的に市内のすべて

の人へ新しい形の地域愛を育てることに繋がっていきます。“ふるさと "である芦屋として、子ども世代から孫

世代と 3世代が仲良<暮らせる芦屋のまちを増やしたいと願つて今後のまちづ<り計画に期待しています。

●地区防災計画|こ対する公助のあり方

「住民の皆さんで地区防災計画を作りませんか ?」 といきなり言われても

公助である市は「何もして<れない !」 と思われる方も多いのではないでしょ

うか。地i或の皆様も、地区の特性を踏まえた防災計画の必要性は感じておら

れるでしょう。一方で職員のほうも、町に合つた防災計画をそこに住む地域

の皆さんの手で構築できるよう、防災活動への補助金の交付や防災土を育て

るための講座の実施、防災の専門家の派遣制度等の支援策を拡充しています

が、なかなか周知されていないようです。お互いに相手から手を差し伸べら

れるのを待つているだけでは一向に進みません。災害への備えは待つたなし

です。まずは―人一人のお声掛けからも始められます。地域の皆様と市が連

携して作る、住民のための地区防災ガイ ドブックを一緒につ<りましょう !

一般質問録画
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●交通事故を防ぐための自動車への注意|]喚起

主に通学路の交通安全に関する取り組みについて述べました。もちろん児童には自ら身を守る安全の意識を

持たせることが大事ですが、児童は トライアングルの中心にいてそれを囲む、「 ドライバーヘの注意喚起」「見守

り実施」「通学路の見直し」、この 3つの安全対策が必要です。中でも自動車に向けての注意喚起が市内では、少

ないように感じていました。「スピー ド落とせ」「子ども飛び出し」「住宅街につき静かに走行するよう注意喚起

する」など、歩行者が行き来する住宅街であることをもつと車に知らせる者板やサインの設置が必要です。



″ ヽ

討論の動画はこちら

・ .|:幹

柵
令和 3年度の決算では、一般会計の実質収支が35億 1200万 円となり、平成以降

で最大の黒字でした。ただ、財政運営とは単にお金が余ったことを示せばよいというもの

ではな<、 市民が困つた時はいつでも適正なサービスを受けられるという、公共と市民が

互いを信頼して結ばれる安心感のある都市を実現したいものです。今後の予算編成に関

して言えば、他市よりも平均収入・平均所得が 1.3倍という当市の特性を踏まえ、時には

1晋来有望な投資事業への予算配分も視野に入れること、また市民サービスの転換や廃止・

早めの見直し等、職員からの新たな独自支援の提案を積極的に受け入れることのできる

組織づ<り を目指してほしいとお願いし、賛成の討論と致しました。

令和 4年 10月 7日 (30:30～ )
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●パークフルの公園利用申請システム

道路・公園課は「公園レンタル・ オンラインシステム」を実装しました。行為届出・行為許可・ 占用許可が

オンライン申請できるようになりました。イベント等の申請の際は是非ご利用<ださい。ちょつとしたことで

も市民サービスに反映するための挑戦 !こ ういう積み重ねが大切ですね。く芦屋市独自支援事業 〉

●保育土等処遇改善臨時特例事業

「病児・病後児保育ルームひだまり」を開始し、病気やけがにより保育所等の利用ができない児童を保護者

に代わって一時的に保育し、より安心して仕事と子育ての両立ができるようサポー トしています。

事業費 1,930万 7千円〈国250万 1千円 県250万 1千円その他50万 2千円一般財源 1,380万 3千円〉

●市立精道 こども園において病児保育事業

市内で事業を実施する保育所等 (保育所・認定こども園・小規模保育事業所・幼稚園 )で働<保育士の処

遇を改善するための助成事業です。令和4年 2月から保育士等の収入を3%程度 (月 額 9,○○○円)引き上げる

ことがきるようになりました。※令和4年 10月からは施設型給付費等の加算として処遇改善を継続します。

事業費693万 6千円〈財源 :国 693万 6千円〉

●がん患者アピアランスサポー ト事業

がん治療による外見 (ア ピアランス)変化に対する不安の軽減やよりよい療養生活をサポートするため医療

用ウィッグや乳房補正具の購入費用の助成を開始し、令和4年度も引き続き行われます。

事業費44万 8千 〈財源:県 22万 3千円一般財源22万 5千円〉

『たかおか知子ホームページは

随時更新しています !!』

たかおか知子

回

『SNSで情報を発信しています !l』

https://linktr.ee/takaoka・ tornoko

芦屋市議会議員 孝岡知子 (たかおか ともこ )

居住地 :南芦屋浜地区 (潮芦屋 )涼風町

事務所 :清水町

丁ELi 070-4332-6414
E―mail:mail@takaoka― tomoko.me
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発行 :あ しや しみんのこえ発行年月日2022.11etc
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